
 
 
こんにちは。 
平成２１年２月１７日（金）に行われた、スタディーグループ主催の勉強会についてご報告いた

します。 
 
第１部は、大阪地方裁判所にて裁判所職員の方に、平成２１年５月２１日にスタートする「裁判

員制度」の説明をして頂きました。 
裁判員制度で利用される予定の法廷を見学しました。 

 
 
ITを駆使した法廷で、裁判官だけでなく、原告、被告の席にもパソコンが備え付けらており、事
件によってはパワーポイントを利用しての審議が行われるそうです。 
 
ここで、案内をして頂いた大阪地方裁判所・広報の梶原さんから、裁判における豆知識です！！ 

  
「弁護士」の呼び名は裁判になると「弁護人」と呼ばれます。 
「容疑者」の呼び名は、裁判になると「被告人」となります。 
  
また、裁判官が３名で審議にあたるとき、裁判席の中央に

座るのが「裁判長」で三人のうち一番年長者の裁判官です。

向かって左席が「右判席」、向かって右席を「左判席」といい

ます。左判席の裁判官が５年未満の裁判官だそうです。 
 
 
 
（大阪地方裁判所 広報の梶原さんです） 
梶原さん、丁寧なご説明ありがとうございました。 
 




